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(57)【要約】
【課題】機能の設定項目に設定情報を設定する際の操作
手順を少なくする。
【解決手段】画像処理装置１０では、操作パネル上で機
能アイコンのドラッグが開始されると、パラメータエリ
ア表示部２２が、操作パネル上にパラメータエリアを表
示し、パラメータ取得部２３が、機能アイコンが表す機
能の設定項目に対する複数のパラメータを取得し、パラ
メータ表示部２４が、その複数のパラメータを表す複数
のパラメータアイコンをパラメータエリア内に表示する
。そして、操作パネル上で機能アイコンが何れかのパラ
メータアイコン上にドラッグされると、パラメータ設定
部２５が、機能アイコンが表す機能の設定項目に対して
そのパラメータアイコンが表すパラメータを設定し、操
作パネル上で機能アイコンがドロップされると、機能実
行部２７が、機能アイコンが表す機能をその設定された
パラメータを用いて実行する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自装置の機能を表す表示要素である機能表示要素が表示された表示画面上で、当該機能
表示要素を指示手段で指示しながら移動させる移動操作を検出する移動操作検出手段と、
　前記移動操作検出手段による前記移動操作の検出に応じて、前記機能の設定項目に対す
る複数の設定情報を取得する取得手段と、
　前記複数の設定情報をそれぞれ表す複数の表示要素である複数の設定表示要素を前記表
示画面に表示する表示手段と、
　前記複数の設定表示要素のうちの一の設定表示要素上に前記機能表示要素が達したこと
の前記移動操作検出手段による検出に応じて、当該一の設定表示要素が表す設定情報を前
記機能の前記設定項目に対して設定する設定手段と
を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記取得手段は、前記機能の複数の設定項目のそれぞれについて前記複数の設定情報を
取得し、
　前記表示手段は、前記複数の設定項目のそれぞれについて前記複数の設定表示要素を表
示することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記設定手段は、前記複数の設定項目のそれぞれに対して前記複数の設定情報のうちの
何れかの設定情報を予め設定しておき、前記複数の設定表示要素のうちの一の設定表示要
素上に前記機能表示要素が達したことの前記移動操作検出手段による検出に応じて、当該
一の設定表示要素が表す設定情報を、予め設定されていた設定情報に代えて設定すること
を特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記表示手段は、前記表示画面の一辺である第１の辺から当該表示画面の当該一辺と当
該一辺の対辺とに挟まれた第２の辺までの当該表示画面の部分を隠す表示領域であって、
前記機能表示要素が当該第２の辺から当該第１の辺へ近付くと当該第２の辺が当該第１の
辺から遠ざかることで面積が大きくなる表示領域内に、前記複数の設定表示要素を表示す
ることを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記機能表示要素を前記指示手段で指示した状態を解除する解除操作を検出する解除操
作検出手段と、
　前記複数の設定表示要素のうちの何れかの設定表示要素上に前記機能表示要素が存在す
る状態で前記解除操作検出手段により前記解除操作が検出された場合であっても、前記複
数の設定表示要素のうちの何れの設定表示要素上にも前記機能表示要素が存在しない状態
で前記解除操作が検出された場合であっても、前記設定手段により設定された設定情報を
用いて、前記機能を実行する実行手段と
を更に備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項６】
　入力された画像データに基づいて画像処理を行う画像処理手段と、
　前記画像処理手段の機能を表す表示要素である機能表示要素が表示された表示画面上で
、当該機能表示要素を指示手段で指示しながら移動させる移動操作を検出する移動操作検
出手段と、
　前記移動操作検出手段による前記移動操作の検出に応じて、前記機能の設定項目に対す
る複数の設定情報を取得する取得手段と、
　前記複数の設定情報をそれぞれ表す複数の表示要素である複数の設定表示要素を前記表
示画面に表示する表示手段と、
　前記複数の設定表示要素のうちの一の設定表示要素上に前記機能表示要素が達したこと
の前記移動操作検出手段による検出に応じて、当該一の設定表示要素が表す設定情報を前
記機能の前記設定項目に対して設定する設定手段と、



(3) JP 2014-153830 A 2014.8.25

10

20

30

40

50

　前記機能表示要素を前記指示手段で指示した状態を解除する解除操作を検出する解除操
作検出手段と、
　前記解除操作検出手段による前記解除操作の検出に応じて、前記設定手段により設定さ
れた設定情報を用いて、前記画像処理手段が前記機能を実行するように制御する制御手段
と
を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項７】
　コンピュータを、
　自装置の機能を表す表示要素である機能表示要素が表示された表示画面上で、当該機能
表示要素を指示手段で指示しながら移動させる移動操作を検出する移動操作検出手段と、
　前記移動操作検出手段による前記移動操作の検出に応じて、前記機能の設定項目に対す
る複数の設定情報を取得する取得手段と、
　前記複数の設定情報をそれぞれ表す複数の表示要素である複数の設定表示要素を前記表
示画面に表示する表示手段と、
　前記複数の設定表示要素のうちの一の設定表示要素上に前記機能表示要素が達したこと
の前記移動操作検出手段による検出に応じて、当該一の設定表示要素が表す設定情報を前
記機能の前記設定項目に対して設定する設定手段と
して機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、画像処理装置、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　所定の機能が割り当てられたアイテムと、ドロップ領域を画面上に表示し、アイテムが
ドラッグされた後にドロップ領域へドロップされるドラッグ＆ドロップ操作が行われると
ドラッグされたアイテムに対応する機能を、ドロップ領域によって指定されるパラメータ
により実行する技術は知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－９０６５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、機能の設定項目に設定情報を設定する際の操作手順を少なくすること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、自装置の機能を表す表示要素である機能表示要素が表示され
た表示画面上で、当該機能表示要素を指示手段で指示しながら移動させる移動操作を検出
する移動操作検出手段と、前記移動操作検出手段による前記移動操作の検出に応じて、前
記機能の設定項目に対する複数の設定情報を取得する取得手段と、前記複数の設定情報を
それぞれ表す複数の表示要素である複数の設定表示要素を前記表示画面に表示する表示手
段と、前記複数の設定表示要素のうちの一の設定表示要素上に前記機能表示要素が達した
ことの前記移動操作検出手段による検出に応じて、当該一の設定表示要素が表す設定情報
を前記機能の前記設定項目に対して設定する設定手段とを備えたことを特徴とする情報処
理装置である。
　請求項２に記載の発明は、前記取得手段は、前記機能の複数の設定項目のそれぞれにつ
いて前記複数の設定情報を取得し、前記表示手段は、前記複数の設定項目のそれぞれにつ
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いて前記複数の設定表示要素を表示することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置
である。
　請求項３に記載の発明は、前記設定手段は、前記複数の設定項目のそれぞれに対して前
記複数の設定情報のうちの何れかの設定情報を予め設定しておき、前記複数の設定表示要
素のうちの一の設定表示要素上に前記機能表示要素が達したことの前記移動操作検出手段
による検出に応じて、当該一の設定表示要素が表す設定情報を、予め設定されていた設定
情報に代えて設定することを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置である。
　請求項４に記載の発明は、前記表示手段は、前記表示画面の一辺である第１の辺から当
該表示画面の当該一辺と当該一辺の対辺とに挟まれた第２の辺までの当該表示画面の部分
を隠す表示領域であって、前記機能表示要素が当該第２の辺から当該第１の辺へ近付くと
当該第２の辺が当該第１の辺から遠ざかることで面積が大きくなる表示領域内に、前記複
数の設定表示要素を表示することを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の情報処理装
置である。
　請求項５に記載の発明は、前記機能表示要素を前記指示手段で指示した状態を解除する
解除操作を検出する解除操作検出手段と、前記複数の設定表示要素のうちの何れかの設定
表示要素上に前記機能表示要素が存在する状態で前記解除操作検出手段により前記解除操
作が検出された場合であっても、前記複数の設定表示要素のうちの何れの設定表示要素上
にも前記機能表示要素が存在しない状態で前記解除操作が検出された場合であっても、前
記設定手段により設定された設定情報を用いて、前記機能を実行する実行手段とを更に備
えたことを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れかに記載の情報処理装置である。
　請求項６に記載の発明は、入力された画像データに基づいて画像処理を行う画像処理手
段と、前記画像処理手段の機能を表す表示要素である機能表示要素が表示された表示画面
上で、当該機能表示要素を指示手段で指示しながら移動させる移動操作を検出する移動操
作検出手段と、前記移動操作検出手段による前記移動操作の検出に応じて、前記機能の設
定項目に対する複数の設定情報を取得する取得手段と、前記複数の設定情報をそれぞれ表
す複数の表示要素である複数の設定表示要素を前記表示画面に表示する表示手段と、前記
複数の設定表示要素のうちの一の設定表示要素上に前記機能表示要素が達したことの前記
移動操作検出手段による検出に応じて、当該一の設定表示要素が表す設定情報を前記機能
の前記設定項目に対して設定する設定手段と、前記機能表示要素を前記指示手段で指示し
た状態を解除する解除操作を検出する解除操作検出手段と、前記解除操作検出手段による
前記解除操作の検出に応じて、前記設定手段により設定された設定情報を用いて、前記画
像処理手段が前記機能を実行するように制御する制御手段とを備えたことを特徴とする画
像処理装置である。
　請求項７に記載の発明は、コンピュータを、自装置の機能を表す表示要素である機能表
示要素が表示された表示画面上で、当該機能表示要素を指示手段で指示しながら移動させ
る移動操作を検出する移動操作検出手段と、前記移動操作検出手段による前記移動操作の
検出に応じて、前記機能の設定項目に対する複数の設定情報を取得する取得手段と、前記
複数の設定情報をそれぞれ表す複数の表示要素である複数の設定表示要素を前記表示画面
に表示する表示手段と、前記複数の設定表示要素のうちの一の設定表示要素上に前記機能
表示要素が達したことの前記移動操作検出手段による検出に応じて、当該一の設定表示要
素が表す設定情報を前記機能の前記設定項目に対して設定する設定手段として機能させる
ためのプログラムである。
【発明の効果】
【０００６】
　請求項１の発明によれば、本構成を有していない場合に比較して、機能の設定項目に設
定情報を設定する際の操作手順を少なくすることができる。
　請求項２の発明によれば、本構成を有していない場合に比較して、機能の複数の設定項
目のそれぞれに設定情報を設定する際の操作手順を少なくすることができる。
　請求項３の発明によれば、機能の複数の設定項目のそれぞれに設定情報を設定する際に
、本構成を有していない場合に比較して、機能を表す機能表示要素を複数の設定項目の全
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てについて設定情報を表す何れかの設定表示要素上に移動させる煩雑な操作を行わなくて
すむ可能性が高まる。
　請求項４の発明によれば、本構成を有していない場合に比較して、複数の設定情報を表
す複数の設定表示要素を表示する表示領域が隠す表示画面の部分が無駄に大きくなること
を防止する可能性が高まる。
　請求項５の発明によれば、機能を表す機能表示要素とは別に設けられた手段を用いずに
機能の実行を指示することができる。
　請求項６の発明によれば、本構成を有していない場合に比較して、機能の設定項目に設
定情報を設定する際の操作手順を少なくすることができる。
　請求項７の発明によれば、本構成を有していない場合に比較して、機能の設定項目に設
定情報を設定する際の操作手順を少なくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施の形態が適用される画像処理装置の構成例を示した図である。
【図２】機能アイコンが表示されているときの操作パネル上の表示内容を示した図である
。
【図３】一般的な方法で項目選択画面が表示されたときの操作パネル上の表示内容を示し
た図である。
【図４】一般的な方法でパラメータ選択画面が表示されたときの操作パネル上の表示内容
を示した図である。
【図５】本発明の実施の形態で機能アイコンのドラッグが開始されたときの操作パネル上
の表示内容を示した図である。
【図６】本発明の実施の形態で機能アイコンがパラメータアイコン上にドラッグされたと
きの表示内容を示した図である。
【図７】本発明の実施の形態で機能アイコンが複数のパラメータアイコン上をドラッグさ
れているときの表示内容を示した図である。
【図８】本発明の実施の形態における画像処理装置の機能構成例を示したブロック図であ
る。
【図９】本発明の実施の形態における画像処理装置がパラメータアイコンを表示する際の
動作例を示したフローチャートである。
【図１０】本発明の実施の形態における画像処理装置がパラメータを設定する際の動作例
を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
　図１は、本実施の形態が適用される画像処理装置１０のハードウェア構成例を示した図
である。
　図示するように、画像処理装置１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１と、
ＲＡＭ（Random Access Memory）１２と、ＲＯＭ（Read Only Memory）１３と、ＨＤＤ（
Hard Disk Drive）１４と、操作パネル１５と、画像読取部１６と、画像形成部１７と、
通信インターフェース（以下、「通信Ｉ／Ｆ」と表記する）１８とを備える。
【０００９】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１３等に記憶された各種プログラムをＲＡＭ１２にロードして実
行することにより、後述する各機能を実現する。
　ＲＡＭ１２は、ＣＰＵ１１の作業用メモリ等として用いられるメモリである。
　ＲＯＭ１３は、ＣＰＵ１１が実行する各種プログラム等を記憶するメモリである。
　ＨＤＤ１４は、画像読取部１６が読み取った画像データや画像形成部１７における画像
形成にて用いる画像データ等を記憶する例えば磁気ディスク装置である。
　操作パネル１５は、各種情報の表示やユーザからの操作入力の受付を行うタッチパネル
である。ここで、操作パネル１５は、各種情報が表示される表示画面の一例であるディス
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プレイと、指やスタイラスペン等の指示手段で指示された位置を検出する位置検出シート
とからなる。
【００１０】
　画像読取部１６は、画像処理手段の一例であり、紙等の記録媒体に記録された画像を読
み取る。ここで、画像読取部１６は、例えばスキャナであり、光源から原稿に照射した光
に対する反射光をレンズで縮小してＣＣＤ（Charge Coupled Devices）で受光するＣＣＤ
方式や、ＬＥＤ光源から原稿に順に照射した光に対する反射光をＣＩＳ（Contact Image 
Sensor）で受光するＣＩＳ方式のものを用いるとよい。
【００１１】
　画像形成部１７は、画像処理手段の一例であり、記録媒体に画像を形成する。ここで、
画像形成部１７は、例えばプリンタであり、感光体に付着させたトナーを記録媒体に転写
して像を形成する電子写真方式や、インクを記録媒体上に吐出して像を形成するインクジ
ェット方式のものを用いるとよい。
　通信Ｉ／Ｆ１８は、ネットワークを介して他の装置との間で各種情報の送受信を行う。
【００１２】
　ところで、このような画像処理装置１０では、操作パネル１５上に表示される機能アイ
コンが表す機能の複数の設定項目に対してパラメータを設定することが可能となっている
。但し、各機能に対してパラメータを設定するためには、一般に、機能アイコンにタッチ
することで各機能の設定項目を選択するための項目選択画面を表示し、その項目選択画面
内で更にパラメータを選択するためのパラメータ選択画面を表示する、という操作を行う
必要があり、設定の操作が煩雑である。
【００１３】
　例えば、操作パネル１５上に、設定項目「カラーモード」に対してパラメータ「フルカ
ラー」が既定値として設定されたコピーの機能アイコン（コピーアイコン）が表示されて
いるとする。
　図２は、このときの操作パネル１５上の表示内容を示した図である。
　図では、操作パネル１５上のメニュー画面３１にコピーアイコン３１１を含む６つの機
能アイコンが表示されている。
　ユーザが、コピーアイコン３１１を用い、設定項目「カラーモード」に対してパラメー
タ「モノクロ」を設定してコピーを実行する場合、上述した一般的な方法では、次のよう
な手順を実施する必要がある。
【００１４】
　第一に、ユーザは、コピーアイコン３１１にタッチすることで、コピーの設定項目を選
択するための項目選択画面を表示する。
　図３は、このときの操作パネル１５上の表示内容を示した図である。
　図では、操作パネル１５上の項目選択画面３２に設定項目「カラーモード」を表す項目
アイコン３２１（「Output Color」と表記）を含む４つの項目アイコンが表示されている
。
　第二に、ユーザは、項目選択画面３２の項目アイコン３２１にタッチすることで、設定
項目「カラーモード」に対するパラメータを選択するためのパラメータ選択画面を表示す
る。
　図４は、このときの操作パネル１５上の表示内容を示した図である。
　図では、操作パネル１５上のパラメータ選択画面３３にパラメータ「モノクロ」を表す
パラメータアイコン３３１（「Black & White」と表記）を含む２つのパラメータアイコ
ンが表示されている。
　第三に、ユーザは、パラメータ選択画面３３のパラメータアイコン３３１にタッチする
ことで、設定項目「カラーモード」に対してパラメータ「モノクロ」を設定する。
　第四に、ユーザは、画像処理装置１０に設けられたコピーボタン（図示せず）を押下す
る。
　即ち、上述した一般的な方法では、実施すべき手順が多くなってしまう。
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【００１５】
　そこで、本実施の形態では、ユーザが、コピー、ファックス、スキャン等の機能アイコ
ンを手等で押さえて移動させるドラッグを開始すると、機能アイコンが表す機能の設定項
目に対するパラメータを表すパラメータアイコンを含むパラメータエリアを表示する。そ
して、機能アイコンを何れかのパラメータアイコン上にドラッグすることにより、設定項
目に対してそのパラメータアイコンが表すパラメータを設定する。また、機能アイコンが
表す機能が複数の設定項目を持つ場合は、各設定項目に対するパラメータを表すパラメー
タアイコンを順次表示することにより、これらのパラメータアイコンのうち、使用したい
パラメータを表すパラメータアイコン上に順次機能アイコンをドラッグすることを可能と
する。ユーザは、変更したいパラメータを表す全てのパラメータアイコン上に機能アイコ
ンをドラッグした場合、その時点で、機能アイコンを押さえた手等を操作パネル１５から
離すドロップを行う。これにより、機能アイコンが通過したパラメータアイコンに対応す
る設定項目にはそのパラメータアイコンが表すパラメータが、それ以外の設定項目には機
能アイコンに設定された既定のパラメータが使用されて、各機能アイコンに割り当てられ
た機能が実行される。
【００１６】
　例えば、ユーザが、図２に示した操作パネル１５上で、コピーアイコン３１１のドラッ
グを開始すると、操作パネル１５上に、コピーの設定項目に対するパラメータを表すパラ
メータアイコンを含むパラメータエリアが表示される。
　図５は、このときの操作パネル１５上の表示内容を示した図である。
　図では、操作パネル１５上で、矢印３５３で示すようにコピーアイコン３１１のドラッ
グが開始されると、設定項目「カラーモード」に対するパラメータを表すパラメータアイ
コンとして、パラメータ「フルカラー」を表すパラメータアイコン３５１（「Full Color
」と表記）及びパラメータ「モノクロ」を表すパラメータアイコン３５２（「Black & Wh
ite」と表記）を含むパラメータエリア３５が下からせり出すように表示されている。
　次に、ユーザが、図５に示した操作パネル１５上で、コピーアイコン３１１をパラメー
タアイコン３５２上にドラッグし、そこでドロップしたとする。
　図６は、このときの操作パネル１５上の表示内容を示した図である。
　図では、操作パネル１５上で、矢印３５４で示すようにコピーアイコン３１１がパラメ
ータ「モノクロ」を表すパラメータアイコン３５２上にドラッグされ、そこでドロップさ
れている。すると、コピーの設定項目「カラーモード」に対してパラメータ「モノクロ」
が設定され、設定されたパラメータ「モノクロ」を用いてコピーが実施される。
【００１７】
　尚、上記の例では、パラメータエリア３５に設定項目「カラーモード」に対するパラメ
ータを表すパラメータアイコンのみを含めた。これは、設定項目「カラーモード」以外の
設定項目に対するパラメータは既定値から変更しないことを前提とした簡易版のユーザイ
ンターフェイスである。どのパラメータを既定値から変更しないようにするかは、画像処
理装置１０に予め設定された又は画像処理装置１０の管理者が予め設定した基準に従って
決めればよい。
　しかしながら、通常、機能は、レイアウト、画質等の複数の設定項目を持っている。
　そこで、本実施の形態では、複数の設定項目に対してパラメータを既定値から変更でき
るように、パラメータエリアに複数の設定項目に対するパラメータを表すパラメータアイ
コンを含める。そして、この場合、パラメータエリア内の機能アイコンが存在するパラメ
ータアイコンの位置に応じてパラメータエリアを拡大したり縮小したりする機能も提供す
る。
　また、複数の設定項目に対して設定するパラメータとしては、機能アイコンがドロップ
されるまでにドラッグされてきた経路上にあるパラメータアイコンが表すパラメータを使
用する。この場合、機能アイコンがドラッグされてきた経路上にない設定項目に対しては
既定のパラメータが使用される。
【００１８】
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　図７は、このときの操作パネル１５上の表示内容を示した図である。
　図では、操作パネル１５上に、設定項目「カラーモード」に対するパラメータを表すパ
ラメータアイコンとして、パラメータ「フルカラー」を表すパラメータアイコン３６１（
「Full Color」と表記）及びパラメータ「モノクロ」を表すパラメータアイコン３６２（
「Black & White」と表記）を、設定項目「コレート」に対するパラメータを表すパラメ
ータアイコンとして、パラメータ「コレートあり」を表すパラメータアイコン３６３（「
Collated」と表記）及びパラメータ「コレートなし」を表すパラメータアイコン３６４（
「Uncollated」と表記）を、設定項目「画質」に対するパラメータを表すパラメータアイ
コンとして、パラメータ「テキスト」を表すパラメータアイコン３６５（「Text」と表記
）及びパラメータ「写真」を表すパラメータアイコン３６６（「Photo」と表記）を含む
パラメータエリア３６が下からせり出すように表示されている。そして、コピーアイコン
３１１が、矢印３６７で示すようにパラメータ「モノクロ」を表すパラメータアイコン３
６２上にドラッグされ、続けて、矢印３６８で示すようにパラメータ「コレートあり」を
表すパラメータアイコン３６３上へドラッグされ、このパラメータアイコン３６３上でド
ロップされている。これにより、設定項目「カラーモード」に対してはパラメータ「モノ
クロ」が設定され、設定項目「コレート」に対してはパラメータ「コレートあり」が設定
されるが、それ以外の設定項目に対してはコピーアイコン３１１に事前に設定されたパラ
メータが設定される。
【００１９】
　尚、図７に示したように、機能が複数の設定項目を有する場合は、ドラッグ中の機能ア
イコンをパラメータエリア３６の上部に移動するとパラメータエリア３６が下方向に沈ん
でいき、ドラッグ中の機能アイコンをパラメータエリア３６の下部に移動するとパラメー
タエリア３６が上方向にせり出してくるようにするとよい。この場合、パラメータエリア
３６は、表示画面の一辺である第１の辺から表示画面の一辺と対辺とに挟まれた第２の辺
までの表示画面の部分を隠す表示領域であって、機能表示要素が第２の辺から第１の辺へ
近付くと第２の辺が第１の辺から遠ざかることで面積が大きくなる表示領域の一例である
。より詳しく述べると、操作パネル１５の下辺は表示画面の一辺の一例であり、操作パネ
ル１５の上辺は表示画面の対辺の一例であり、パラメータエリア３６の下辺は表示領域の
第１の辺の一例であり、パラメータエリア３６の上辺は表示領域の第２の辺の一例である
。
　また、この表示領域の別の形態としては、沈む方向が上方向でせり出す方向が下方向で
あるもの、沈む方向が左方向でせり出す方向が右方向であるもの、沈む方向が右方向でせ
り出す方向が左方向であるものも考えられる。沈む方向及びせり出す方向をどの方向にす
るかは、例えば、ドラッグを開始した機能アイコンが操作パネル１５上の上側、下側、左
側、右側の何れにあったかに応じて決定すればよい。
【００２０】
　次に、このような動作を実現する画像処理装置１０の構成について説明する。
　図８は、画像処理装置１０の機能構成例を示したブロック図である。
　図示するように、画像処理装置１０は、アイコンドラッグ検知部２１と、パラメータエ
リア表示部２２と、パラメータ取得部２３と、パラメータ表示部２４と、パラメータ設定
部２５と、アイコンドロップ検知部２６と、機能実行部２７とを備えている。
【００２１】
　アイコンドラッグ検知部２１は、操作パネル１５上で機能アイコンをドラッグするユー
ザ操作を検知し、機能アイコンのドラッグが開始されるとその旨をパラメータエリア表示
部２２及びパラメータ取得部２３に伝える。また、アイコンドラッグ検知部２１は、パラ
メータ表示部２４からパラメータアイコンの表示位置を知らされ、これと機能アイコンの
表示位置とを比較することにより機能アイコンがパラメータアイコン上にドラッグされた
かどうかを判定し、機能アイコンがパラメータアイコン上にドラッグされていればその旨
をパラメータ設定部２５に伝える。本実施の形態では、機能を表す表示要素である機能表
示要素の一例として、機能アイコンを用いており、機能表示要素を指示手段で指示しなが



(9) JP 2014-153830 A 2014.8.25

10

20

30

40

50

ら移動させる移動操作の一例として、ドラッグ操作を用いており、移動操作を検出する移
動操作検出手段の一例として、アイコンドラッグ検知部２１を設けている。
【００２２】
　パラメータエリア表示部２２は、アイコンドラッグ検知部２１から機能アイコンのドラ
ッグが開始された旨を伝えられると、パラメータエリアを操作パネル１５上に表示する。
【００２３】
　パラメータ取得部２３は、アイコンドラッグ検知部２１から機能アイコンのドラッグが
開始された旨を伝えられると、その機能アイコンが表す機能の設定項目を特定し、その設
定項目に対するパラメータを取得する。その際、その機能アイコンが表す機能の複数の設
定項目の中から、予め設定された基準に従って一部の設定項目を特定し、その設定項目に
対するパラメータを取得するようにしてもよい。また、パラメータ取得部２３は、取得し
たパラメータをパラメータ表示部２４及びパラメータ設定部２５に伝える。本実施の形態
では、機能の設定項目に対する設定情報の一例として、パラメータを用いており、複数の
設定情報を取得する取得手段の一例として、パラメータ取得部２３を設けている。
【００２４】
　パラメータ表示部２４は、パラメータ取得部２３から伝えられたパラメータを表すパラ
メータアイコンを、操作パネル１５上のパラメータエリア内に表示する。また、パラメー
タ表示部２４は、操作パネル１５上でのパラメータアイコンの表示位置をアイコンドラッ
グ検知部２１に伝える。本実施の形態では、設定情報を表す表示要素である設定表示要素
の一例として、パラメータアイコンを用いており、複数の設定表示要素を表示画面に表示
する表示手段の一例として、パラメータ表示部２４を設けている。
【００２５】
　パラメータ設定部２５は、パラメータ取得部２３から伝えられたパラメータを、機能ア
イコンが表す機能の設定項目に対する既定のパラメータとして設定する。また、パラメー
タ設定部２５は、アイコンドラッグ検知部２１から機能アイコンがパラメータアイコン上
にドラッグされた旨を伝えられると、そのパラメータアイコンが表すパラメータによって
、機能アイコンが表す機能のそのパラメータに対応する設定項目に対して設定された既定
のパラメータを上書きする。本実施の形態では、設定情報を機能の設定項目に対して設定
する設定手段の一例として、パラメータ設定部２５を設けている。
【００２６】
　アイコンドロップ検知部２６は、操作パネル１５上で機能アイコンをドロップするユー
ザ操作を検知し、機能アイコンがドロップされるとその旨を機能実行部２７に伝える。本
実施の形態では、機能表示要素を指示手段で指示した状態を解除する解除操作の一例とし
て、ドロップ操作を用いており、解除操作を検出する解除操作検出手段の一例として、ア
イコンドロップ検知部２６を設けている。
【００２７】
　機能実行部２７は、アイコンドロップ検知部２６から機能アイコンがドロップされた旨
を伝えられると、機能アイコンが表す機能を、パラメータ設定部２５が設定したパラメー
タを用いて実行する。本実施の形態では、機能を実行する実行手段の一例として、また、
画像処理手段が機能を実行するように制御する制御手段の一例として、機能実行部２７を
設けている。
【００２８】
　尚、これらの機能部は、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することにより実現
される。具体的には、ＣＰＵ１１が、アイコンドラッグ検知部２１、パラメータエリア表
示部２２、パラメータ取得部２３、パラメータ表示部２４、パラメータ設定部２５、アイ
コンドロップ検知部２６、機能実行部２７を実現するプログラムを例えばＨＤＤ１４から
ＲＡＭ１２に読み込んで実行することにより、これらの機能部は実現される。
【００２９】
　次いで、本実施の形態における画像処理装置１０の動作について説明する。
　図９は、画像処理装置１０がパラメータアイコンを表示する際の動作例を示したフロー
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　図示するように、画像処理装置１０では、まず、アイコンドラッグ検知部２１が、操作
パネル１５上で機能アイコンのドラッグが開始されたかどうかを判定する（ステップ２０
１）。
　機能アイコンのドラッグが開始されていないと判定した場合、アイコンドラッグ検知部
２１は、ステップ２０１でドラッグの開始を待ち続けるが、機能アイコンのドラッグが開
始されたと判定した場合、パラメータエリア表示部２２は、操作パネル１５上にパラメー
タエリアを表示する（ステップ２０２）。
　また、このとき、パラメータ取得部２３は、機能アイコンが表す機能を特定し（ステッ
プ２０３）、その機能の設定項目に対するパラメータを取得する（ステップ２０４）。
　すると、この取得されたパラメータはパラメータ表示部２４に渡され、パラメータ表示
部２４が、取得されたパラメータを表すパラメータアイコンを、操作パネル１５上のパラ
メータエリア内に表示する（ステップ２０５）。尚、このとき、パラメータ表示部２４は
、操作パネル１５上でのパラメータアイコンの表示位置をアイコンドラッグ検知部２１に
伝えておく。
　一方で、この取得されたパラメータはパラメータ設定部２５にも渡され、パラメータ設
定部２５が、取得されたパラメータを、機能アイコンが表す機能の設定項目に対するパラ
メータの既定値として設定する（ステップ２０６）。
【００３０】
　図１０は、画像処理装置１０がパラメータを設定する際の動作例を示したフローチャー
トである。
　図示するように、アイコンドラッグ検知部２１は、機能アイコンがパラメータ上にドラ
ッグされたかどうかを判定する（ステップ２５１）。具体的には、アイコンドラッグ検知
部２１は、パラメータ表示部２４から伝えられたパラメータアイコンの表示位置と、自身
が管理する機能アイコンの表示位置とを比較することにより、この判定を行う。
　その結果、機能アイコンがパラメータアイコン上にドラッグされていないと判定されれ
ば、アイコンドロップ検知部２６は、機能アイコンがドロップされたかどうかを判定する
（ステップ２５２）。
　一方、機能アイコンがパラメータアイコン上にドラッグされたと判定されれば、パラメ
ータ設定部２５は、機能アイコンが表す機能の設定項目に対してステップ２０６で設定さ
れたパラメータを、ステップ２５１で機能アイコンがドラッグされたと判定されたパラメ
ータアイコンが表すパラメータで上書きする（ステップ２５３）。そして、アイコンドロ
ップ検知部２６は、機能アイコンがドロップされたかどうかを判定する（ステップ２５２
）。
　ステップ２５２で機能アイコンがドロップされていないと判定されれば、処理はステッ
プ２５１に戻る。また、ステップ２５２で機能アイコンがドロップされたと判定されれば
、機能実行部２７は、ステップ２５３で上書きされていないパラメータについてはステッ
プ２０６でパラメータ設定部２５が設定したパラメータを用いて、また、ステップ２５３
で上書きされたパラメータについてはパラメータ設定部２５が上書きした後のパラメータ
を用いて、機能を実行する（ステップ２５４）。
【００３１】
　尚、本実施の形態を実現するプログラムは、通信手段により提供することはもちろん、
ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に格納して提供することも可能である。
【符号の説明】
【００３２】
１０…画像処理装置、２１…アイコンドラッグ検知部、２２…パラメータエリア表示部、
２３…パラメータ取得部、２４…パラメータ表示部、２５…パラメータ設定部、２６…ア
イコンドロップ検知部、２７…機能実行部
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